
要介護者・要支援者

（ケアプランで定める）

医療保険と介護保険の訪問看護について（算定対象者のイメージ）

【医療保険】 【介護保険】

小児等40歳未満の者及び
要介護者 ・要支援者以外

（原則週3日以内）

※１：（精神科）特別訪問看護指示書
主治医が診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回（週4日以上）の訪
問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書

週
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日
以
上
の
訪
問
看
護
が
可
能

厚生労働大臣が
定める者

（別表第８ ※４ ）

厚生労働大臣が
定める者

（別表第８ ※４ ）

※３：別表第７
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化
症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキ
ンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキン
ソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能
障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性
症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、
亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋
萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全
症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者

※４：別表第８
１ 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強
心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用してい
る状態にある者

２ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理              在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理                    在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理     在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理                    在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理              在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理

３ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
４ 真皮を超える褥瘡の状態にある者
５ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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１．「要介護者・要支援者」とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者をいう（以下「要介護被保険者等」という。）。
２．「※３」及び「※４」は、特掲診療料の施設基準等（平成 20 年厚生労働省告示第 63 号）の別表第７及び別表第８をいう。
３．要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成18年３月31日保医発

第0331002号）も併せて参照すること。

③ 認知症以外の精神疾患の者

② 厚生労働大臣が定める者（別表第７※３）

① （精神科）特別訪問看護指示書※１ の交付を受けた者
 有効期間：14日間（一部、2回交付可※２）

④ 入院中（外泊日を含む）に退院に向けた指定訪問
 看護を行う場合

※２：特別訪問看護指示書を月2回交付できる者（有効期間：28日間）
・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

上の図はイメージであり、①～④は重なり合う場合があります。

（例）認知症以外の精神疾患の者（③）に対して、精神科特別訪問看護指示書が交付
される場合（①） 等
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医療保険と介護保険の訪問看護について（算定対象者のフローチャート）

40歳未満ですか？ 40歳以上ですか？

医療保険の対象 介護保険の対象

※１．介護保険法第62条に規定する要介護被保険者
又は居宅要支援被保険者をいいます。

次の①～④のいずれかに該当しますか？

① （精神科）特別訪問看護指示書の交付を
 受けた者

② 厚生労働大臣が定める者（別表第７ ※２ ）
③ 認知症以外の精神疾患の者
④ 入院中（外泊日を含む）に退院に向けた

 指定訪問看護を行う場合

要介護者又は要支援者※１ですか？

※２．別表第７（注）に掲げる疾病等の者

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、
スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、
パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大
脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエ
ン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であっ
て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限
る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オ
リーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候
群）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソ
ゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎
縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発
神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人
工呼吸器を使用している状態の者

注．特掲診療料の施設基準等（平成 20 年厚生
労働省告示第 63 号）別表第７

はい

はい はい

いいえ

いいえ

はい
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医療保険と介護保険の訪問看護について（その他）

１．同月に介護保険と医療保険の算定対象期間がある利用者の算定について

介護保険において表の左の加算を算定している月は、医療保険において表の右の加算を算定することはできません。

介護保険 医療保険

緊急時訪問看護加算、緊急時介護予防訪問看護加算又は緊急時対応加算 24時間対応体制加算

特別管理加算 特別管理加算

看護・介護職員連携強化加算 看護・介護職員連携強化加算

専門管理加算 専門管理加算

３．要介護被保険者等については、在宅患者連携指導加算は算定できません。

４．退院前外泊時の訪問看護について（Ｑ＆Ａ）

（平成24年３月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について（その１）」別添５の問３）

（問）すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられるのか。

（答）要介護被保険者であるか否かにかかわらず、入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険による訪問看護が提供可能である。
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２．介護保険の訪問看護等においてターミナルケア加算（遠隔死亡診断補助加算を含む。）を算定した場合は、医療保険の

訪問看護ターミナルケア療養費（遠隔死亡診断補助加算を含む。）は算定できません。
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